
令
和
五
年
度

適
性
検
査
Ⅰ

横
浜
市
立
　
　
　
　
　
　
南
　
　
　
　
　
　
高
等
学
校
附
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学
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テ
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ア
高
等
学
校
附
属
中
学
校
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﹇
注
　
意
﹈

１
　
こ
の
問
題
冊
子
は
一
ペ
ー
ジ
か
ら
十
四
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

　
　
ペ
ー
ジ
の
抜
け
、
白
紙
、
印
刷
の
重
な
り
や
不
鮮
明
な
部
分
な
ど
が
な
い
か
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。
あ
っ
た
場
合
は
手
を
あ
げ
て
監
督
の
先
生
の
指
示
に
し
た
が
っ
て

く
だ
さ
い
。

２
　
解
答
用
紙
は
二
枚
あ
り
ま
す
。
受
検
番
号
と
氏
名
を
そ
れ
ぞ
れ
の
決
め
ら
れ
た
場
所

に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

３
　
声
を
出
し
て
読
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

４
　
答
え
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
し
、
解
答
用
紙
を
二
枚
と
も
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

５
　
解
答
用
紙
の
マ
ス
目
は
、
句
読
点
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
一
字
と
数
え
、
一
マ
ス
に
一
字

ず
つ
書
い
て
く
だ
さ
い
。

６
　
字
は
は
っ
き
り
と
書
き
、
答
え
を
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
新
し
い

答
え
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。

７
　
文
章
で
答
え
る
と
き
は
、
漢
字
を
適
切
に
使
い
、
丁
寧
に
書
い
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
っ
　し
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
ふ
せ
ん
め
い
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く
に
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　か
ん
と
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
ね
い
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【
資
料
１
】
は
、
み
な
み
さ
ん
が
図
書
館
で
見
つ
け
た
本
の
一
部
分
で
す
。【
資
料
１
】
を

読
ん
で
、
あ
と
の
問
題
に
答
え
な
さ
い
。

【
資
料
１
】

１

省略
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省略
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問
題
１　

次
の
ア
～
オ
は
、【
資
料
１
】
の
な
か
の
言
葉
で
す
。
ア
～
オ
か
ら
「
人
が
意
識
的
に

つ
く
り
上
げ
た
も
の
」
に
分
類
さ
れ
る
も
の
を
す
べ
て
選
び
、
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア　

ホ
ー
ル

イ　

ゴ
キ
ブ
リ

ウ　

都
市

エ　

自
然

オ　

敷し
き

石い
し

問
題
２　
【
資
料
１
】
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、「
意
識
」「
自
然
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、

あ
と
の
【
条
件
】
に
し
た
が
っ
て
、
ま
と
め
な
さ
い
。

〇　

複
数
の
段だ
ん

落ら
く

を
つ
く
り
、
二
百
六
十
字
以
上
三
百
字
以
内
で
書
く
こ
と
。

〇　

題
名
は
書
か
ず
に
、
一
行
目
、
一
マ
ス
下
げ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
書
く
こ
と
。

【
条
件
】
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こ
の
ペ
ー
ジ
に
問
題
は
印
刷
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
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　りかさんは、夏休みの出来事について、みなみさんと話をしています。次の【会話】や【資料】を読んで、あとの
問題に答えなさい。

り か さ ん：この前、キャンプに行ってきました。そこは、横
よこ

浜
はま

の私
わたし

が住んでいる場所と違
ちが

い、夜は明かりが少なくて、
真っ暗でした。

みなみさん：そうなんですね。
り か さ ん：懐

かい

中
ちゅう

電
でん

灯
とう

を持って歩いていたら、「懐中電灯をつけると迷
めい

惑
わく

になることもあるよ。」と、地元の方に言われ
ました。

みなみさん：えっ。どうしてですか？
り か さ ん：「すみません。」と言って、その場を去ってしまったからわからなくて…。
みなみさん：どうしてなのでしょう。一

いっ

緒
しょ

に調べてみましょう。

【会話１】

２
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（目的）
第１条　この条例は、光害の防止及

およ

び適正な照明に関し、村、村民等及び事業者それぞれの責
せき

務
む

を明らかにするととも
に必要な事

じ

項
こう

を定めることにより、村民等の生活及び事業者の事業に必要な夜間照明を確保しつつ、光害から美しい
星空を守ることを目的とする。
（適用範

はん

囲
い

）
第２条　この条例は、神津島村の全

ぜん

区
く

域
いき

内
ない

に適用する。
（定義）
第３条　この条例において、光害とは屋外照明の使用が引き起こす以下の事項を指す。
（１）　夜空が照らされることにより星が見えにくくなること。
（２）　動植物への悪影

えい

響
きょう

（３）　人間生活への支
し

障
しょう

（４）　エネルギーの浪
ろう

費
ひ

２　この条例において、次の各号にあげる用語の意味は、当
とう

該
がい

各号に定めるところによる。
（１）　屋内照明とは、屋根及び壁

へき

面
めん

によって囲まれた建物の内部の照明をいう。
（２）　屋外照明とは、屋内照明以外のすべての照明をいい、照明そのものを目的とするもののほか、広告、装

そう

飾
しょく

等を
目的とする発光物を含

ふく

むものとする。
（３）　上

じょう

方
ほう

光
こう

束
そく

とは、屋外照明から発光する光のうち水平より上方向に向かう光をいう。ただし、近接する地面や
壁面等による反

はん

射
しゃ

光
こう

は含まない。
（４）　村民等とは、村民、旅行者及び滞

たい

在
ざい

者をいう。
（５）　事業者とは、神津島村の区域内で公共事業又

また

は営利事業を行っている者をいう。

【資料１】神
こう

津
づ

島
しま

村
むら

（東京都）の美しい星空を守る光害防止条例（令和元年 12月４日）の一部
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（前文）
　井原市美

び

星
せい

町
ちょう

には、流れ星の伝説と、その名にふさわしい美しい星空がある。天球には星
せい

座
ざ

が雄
ゆう

大
だい

な象形文字を描
えが

き、
その中を天の川が流れている。更

さら

に、地平線から天の川と競うように黄道光が伸
の

び、頻
ひん

繁
ぱん

に流れ星がみられる。また、
夜空の宝

ほう

石
せき

ともいえる星雲や星団は、何千年、何万年以上もかかってその姿を地上に届けている。これら宇
う

宙
ちゅう

の神
しん

秘
ぴ

を
かいま見ることができる環

かん

境
きょう

は、井原市民のみならず全人類にとってかけがえのない財産となっている。
　しかし、宇宙は今、光害によってさえぎられ、視

し

界
かい

から遠ざかって行こうとしている。人工光による光害の影
えい

響
きょう

は、
半径１００キロメートル以上にも及

およ

び、人々から星空の美と神秘に触
ふ

れる機会を奪
うば

うだけでなく、過
か

剰
じょう

な照明は資
し

源
げん

エネルギーの浪
ろう

費
ひ

を伴
ともな

い、そのことが地球をとりまく環境にも影響を与えている。また、過剰な照明により、夜の安全
を守るという照明本来の目的に反するのみならず、動植物の生態系

けい

にも悪影響を与
あた

えることも指
し

摘
てき

されている。
　近

きん

隣
りん

には主要な天文台が設置されているとおり、井原市美星町の周辺は天体観測に最も適した環境にあり、これまで
『星の郷

さと

づくり』に取り組み、天文台も建設してきた。そして、今後も多くの人々がそれぞれに感動をもって遥
はる

かなる
星空に親しむよう宇宙探

たん

索
さく

の機会と交流の場を提
てい

供
きょう

することが井原市及び井原市民へ与えられた使命と考える。
　このため、我

わ

が井原市民は、井原市美星町の名に象
しょう

徴
ちょう

される美しい星空を誇
ほこ

りとして、これを守る権
けん

利
り

を有し、義務
を負うことをここに宣

せん

言
げん

し、この条例を制定する。

【資料２】美しい星空を守る井
い

原
ばら

市（岡山県）光害防止条例（平成 16年 12月 17日）の一部
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（目的）
第１条　この条例は、高山村における夜間照明等の光環境に関し、村民の夜間の安全性や生産活動等の社会的活動に
必要な照明を確保しつつ、人工光の増加を抑

よく

制
せい

することによって、高山村の美しい星空と光環境を維
い

持
じ

することを
目的に、必要な事

じ

項
こう

を定めるものとする。
（村の責

せき

務
む

）
第２条　村は、夜間照明等の人工光による夜空の明るさの増加を抑制し、光環境の維持を図ることを目的に、これに
必要な施

し

策
さく

の策
さく

定
てい

及び実
じっ

施
し

を行うものとする。
２　村は、前

ぜん

項
こう

に定める施策の実施に関し、村民及び事業者等に対し普
ふ

及
きゅう

啓
けい

発
はつ

活動や技術的支
し

援
えん

等を行うものとする。
（村民及び事業者等の責務）
第３条　村民及び事業者等は、夜間照明等の人工光による夜空の明るさの増加抑制に努めるとともに、村の施策に協力
するものとする。

【資料３】高
たか

山
やま

村
むら

（群馬県）の美しい星空を守る光環境条例（平成 10年３月 20日）の一部



9

（前文）
　鳥取県は、鳥取市さじアストロパークなどの観測拠

きょ

点
てん

が星空の美しさで我
わ

が国随
ずい

一
いち

とされており、全ての市町村で
天の川を観測できるなど、後世まで永く伝えるべき「星空」という大切な誇

ほこ

るべき「宝
たから

」を有している。
　しかしながら、美しい星空が見える環

かん

境
きょう

は、清
せい

浄
じょう

な大気と人工光の放出の少なさによってもたらされているが、全国
各地で過

か

剰
じょう

な人工光により星空が失われつつあるとされている。
　私
わたし

たち鳥取県民は、豊かで美しい自然の象
しょう

徴
ちょう

である星空を守る行動に立ち上がり、私たちの星空を、ふるさとの重要
な景観と位置付けるとともに、観光や地

ち

域
いき

経
けい

済
ざい

の振
しん

興
こう

、そして環境教育等に生かしていくこととし、鳥取県の美しい星
空が見える環境を県民の貴

き

重
ちょう

な財産として保全し、次世代に引き継
つ

いでいくため、この条例を制定する。

【資料４】鳥取県星空保全条例（平成 29年 12月 26日）の一部
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問題１　【資料１】～【資料４】のどの条例からも読み取れないものを次の１～６からすべて選び、番号を書きなさい。

１　過剰な照明は、資
し

源
げん

エネルギーの浪
ろう

費
ひ

があることで、資源価格の上
じょう

昇
しょう

を引き起こし、すべての人に資源が均等
に配分されなくなる。

２　過剰な照明は、夜の安全を守るという照明本来の目的に反するのみならず、動植物の生態系
けい

にも悪影
えい

響
きょう

を与
あた

え
ることも指

し

摘
てき

されている。
３　星空を、ふるさとの重要な景観と位置付けるとともに、観光や地域経済の振興、そして環境教育等に生かして
いく。

４　全国的に夜間照明を増やすことで、地域の安全性を高めるとともに、経済活動を活発にして、地域の活力を
高めていく。

５　星空を見ることのできる環境は、全人類にとってかけがえのない財産である。
６　光害の防止に関して、特定の事業者のみの責

せき

務
む

を明らかにし、村民や旅行者の生活を安全なものにする。
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問題２　次の【資料５】は【資料２】～【資料４】の条例が施
し

行
こう

されている地方公共団体がある県とりかさんが住む
神奈川県のデータです。【資料５】に示された４つの県の人口密

みつ

度
ど

を求め、その人口密度をあとの【記入例】に
従
したが

って、解答用紙の白地図にかきあらわしなさい。

人口（万人）

面積（ｋ㎡ ）

群馬県

１９８

６３６２

５６

３５０７

１９１

７１１４

９１８

２４１６

鳥取県 岡山県 神奈川県

【記入例】
３００１～４０００人／ｋ㎡…
２００１～３０００人／ｋ㎡…
１００１～２０００人／ｋ㎡…

１～１０００人／ｋ㎡…

【資料５】
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問題３　次の図１～図３は夜間の街灯の様子を表しています。りかさんの訪
おとず

れた町は、図１の街灯を図２のように消すの
ではなく、図３の街灯のように変えました。街灯を消すのではなく、街灯を変えた理由として考えられることを、
【資料１】～【資料４】の条例の内容をふまえて、「～ため。」とつながるように１０字以上２０字以内で書きな
さい。なお、一マス目から書き始めること。

図１

図２

図３
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問題４　次の【会話２】を読んで、（　ア　）、（　イ　）に入る語句の組み合わせとして適切なものを、あとの１～４から
一つ選び、番号を書きなさい。

り か さ ん：「光害」のように「光」にもよくない点があるのですね。	
みなみさん：でも、「光」をうまく活用した例もあります。例えば、秋

あき

菊
ぎく

は、秋
になって日照時間が短くなると花芽が付き、つぼみがふくらんで
開花する性質があります。【資料６】は、その性質を利用して、秋
菊を栽

さい

培
ばい

している様子です。ビニルハウス内を明るくすることに
よって、人工的に日照時間を（　ア　）し、開花時期を（　イ　）
いるのです。

り か さ ん：菊の開花時期を調節して、菊の出
しゅっ

荷
か

数が少ない時期に出荷できるということですね。他の分野でも「光」
の活用があるか、調べてみましょう。

１（　ア　）長く　　（　イ　）遅
おく

らせて
２（　ア　）長く　　（　イ　）早めて
３（　ア　）短く　　（　イ　）遅らせて
４（　ア　）短く　　（　イ　）早めて

【会話２】

【資料７】菊のイラスト

【資料６】
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問題５　みなみさんとりかさんは、次の【文章】と【資料８】を見つけました。あとの１～４が【文章】と【資料８】の
内容に合っていれば○○、合っていなければ×を、解答欄

らん

に書きなさい。

　大分県の養
よう

殖
しょく

ヒラメの生産量は、令和元年は６４３トンで全国トップと、魚の養殖が盛
さか

んに行われています。とある
養殖業者では、ヒラメを飼育している水

すい

槽
そう

全体が緑色に見えます。天
てん

井
じょう

からつるされた緑色のＬＥＤライトが日中の
１２時間点灯され、ヒラメを照らしていました。一

いっ

般
ぱん

的
てき

には水槽の底にへばりつくようにじっとしていることが多い
ヒラメですが、緑色の光で養殖したヒラメは、ぐるぐると水槽の中を泳ぎまわっています。
　活発にえさを食べて栄養の吸

きゅう

収
しゅう

と成長が早くなることから、この技術を使って１年間養殖すると、通常の養殖と比べ
て重さが平均で１.６倍になり、これまで１年近くかかっていた出荷までの期間を９か月に短

たん

縮
しゅく

できたといいます。
味や食感などの試験も行われ、従

じゅう

来
らい

のものと
※１

遜
そん

色
しょく

がないことも確
かく

認
にん

されました。ＬＥＤライトの設置費用は数十万円と
それほど高額ではなく、ＬＥＤライトの電気代も安いため、設備のための費用負

ふ

担
たん

は大きくないといいます。一方で、
出荷までの期間が短くなるため、その分の人

※2

件費や燃料代が抑
おさ

えられ、総合すると、平均して年間３００万円以上の
コストの削

さく

減
げん

が見込
こ

まれるとしています。
寺西源太『「光」で魚を育てる　養殖新技術』をもとに作成

※１　遜色がない・・・見
み

劣
おと

りしない　　※２　人件費・・・働いている人に払
はら

う費用

１　赤色のＬＥＤライトの光を当てると青色のＬＥＤライトの光を当てるよりもヒラメが興
こう

奮
ふん

状態になり、成長が早くなる。
２　白熱電球よりＬＥＤライトの費用は高額であるため、電球を換

か

えることにより、ヒラメの出荷までにかかる
総費用が増えてしまう。

３　緑色のＬＥＤライトの光を当てるとヒラメの成長が早くなり、出荷までの期間が短縮され、生産費用が抑えられる。
４　光の魚への成長効果は、他の魚にも同じ傾

けい

向
こう

がみられるので、全国でこの養殖方法が取り入れられている。

【文章】

【資料８】点灯されたＬＥＤライトの色とヒラメの体重増加の関係（６３日間）

色
体重増加

緑
７３.３ g

青
６３.９ g

白
５６.６ g

赤
５２.０ g
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適性検査Ⅰ　解答用紙
２

問題１

問題３

問題４ 問題５
1 2 3 4

問題２ ※1

※2

※5※4

※

※

※

※3

受検番号 氏　　名

※には何も記入しないこと。

た め 。
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